
□通常 □松江城

□　農耕作業用

令和●●年●●月●●日 □　その他

□第一種　特定原付（定格出力0.6KW以下）

□第二種　乙（総排気量0.09L又は定格出力0.8KW以下）

□第二種　甲（総排気量0.125L又は定格出力1.0KW以下）

つぎのとおり申告（報告）及び申請します。 □ミニカー

cm cm kw

　 原動機付自転車

　　　□ミニカー

□小型特殊自動車 を販売又は譲渡したことを証明します。

✅第一種 　一般原付
　　(総排気量0.05L又は定格出力0.6kW以下)

□第一種 　一般原付
　　(総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0KW以下）

（　　　　　　　　　）

松江市長　　殿　　

マツエ　シヤクショ

車　　台　　番　　号 型式認定番号 総排気量又は定格出力

長　　　さ 幅 最高速度 最高出力

km/h
上記

✅　　　 第一種 　一般原付 (総排気量0.05L又は定格出力0.6kW以下)
　　　□第一種　 一般原付 (総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下)
　　　□第一種 　特定原付 （定格出力0.6kW以下)
　　　□第二種　 乙 (総排気量0.09L又は定格出力0.8kW以下)
　　　□第二種　 甲 (総排気量0.125L又は定格出力1.0kW以下)

申　告　の　理　由 種　　　　　　　　　　　別
標　識　番　号

松江市
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

(原動機付自転車・小型特殊自動車) 新　　規 変　　更 原動機付自転車 小型特殊自動車 ま １２３４

✅　購入
□　譲受け
□　転入
□　その他
（　　　　　　　　）

□　所有者
□　使用者
□　住所
□　標識番号
□　その他
（　　　　　　　　）

納税義務発生
年　　月　　日 令和●●年●●月●●日

旧 標 識 番 号
転入で前の標識番号が

分かれば記入

住 　所
又は

所在地

〒
所有形態

   １．自己所有　　　　　　２．所有権留保　　　　　　３．商品車　　　　　　４．リース車
   ５．その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

松江市末次町８６番地
 主たる定置場
※（　）内は旧主た
  る定置場所在の
  市町村名を記入

   １．左記所有者の住所又は所在地と同じ　　　　　　　　　　　　 （　　　　　　　　　　　　 ）

（フリガナ）
氏　　名

又は
名　　称

　 ２．     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　 　　　　　）

松江　市役所
車　　　　　　　　　名 型式及び年式 原動機の型式番号

生年月日 明・大・昭・平・令　●●年●●月●●日 電話番号 ０８５２－５５－５５５５
メーカー名を記入 分かれば記入

型
年式 分かれば記入

住 　所
又は

所在地

〒

所有者と同じ場合は「同上」 例：ＡＢ１２－００１２３４ 分かれば記入 0.049
Ｌ

kW

（フリガナ）
氏　　名

又は
名　　称

所有者と同じ場合は「同上」
特定原付は記入
（190㎝以下）

特定原付は記入
（60㎝以下）

特定原付は記入
（20㎞/h以下）

生年月日 明・大・昭・平・令　　　　年　　　　月　　　　日 電話番号

住　　所
又は

所 在 地
所有者と同じ場合は「同上」

（フリガナ）
氏　　名

又は
名　　称

所有者と同じ場合は「同上」
令和●●年●●月●●日

電話番号 所有者と同じ場合は「同上」

受
付
印

第
三
十
三
号
の
五
様
式

（
第
十
六
条
関
係

）

納
税

（
申
告
・
報
告

）
義
務
者

所

有

者

使

用

者

販　譲

売　渡

証

明

書

届
　
出
　
者

住所又は所在地　松江市〇〇町００００番地

氏名又は名称　バイクショップ松江

電話番号　０８５２－００－００００

□□□–□□□□

□本人確認→免許証　・　マイナ　・　在留カード　・　その他（　　　　　　　　　　）
□住登外により宛名作成
□入力時に修正あり→（修正内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□非課税区分→官公署非課税　・　その他（　　　　　　　　　　）

・特定原付の登録→□保安基準適合の確認

職員記入欄（✓を記入）

□□□–□□□□

（備考）　以下に該当する場合に、□にレ印をつけて必要事項を記入してください。

□改造した場合
　→私は、当該車両について公道走行対応の装置を備えた改造を次のように行いました。このことについては、事実に
　　相違ありません。
　　□総排気量（定格出力）変更・・・原動機の変更等により、総排気量（　　　　　　　　　）から（　　　　　　　　　　）に変更。
　　□原動機付自転車からミニカーへ改造
　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□登録する車両がミニカーの場合
　→●車輪数（　　　　　　）輪　　●車室の有無（　有　　　　無　　　側面開放　）　　　●輪距５０ｃｍ超（　有　　　無　）

□登録する車両が小型特殊自動車（農耕車を除く）の場合
　→□長さ４．７ｍ以下　・　幅１．７ｍ以下　・　高さ２．８ｍ以下　・　最高速度１５ｋｍ/ｈ以下　を全て満たしている

日付は必ず記入

　定置場＝車両の保管場所（駐車場）
　「２．」の場合は具体的に

窓口へ来られた方

6 9 0 08 5 4

記入例（新規・名義変更）


